
    DataWeb サービス別約款

 

 

 

 １．総則                                                                

 

1-1．取扱の準則 

   この DataWebサービス別約款（以下、「本 DataWeb約款」といいます）は、「DataWeb」およびそのオプション 

   サービスに適用されるサービス別約款であり、サービス基本約款とオプション約款を構成します。 

 

1-2．本サービスの種別および内容 

    「DataWeb」とは、当社がデータセンター内に設置したサーバ設備に、インターネットを通じて、利用者が選択し 

たサーバープラン、オプション（SQLServer、MySQL、メールアカウントの追加、SSLサーバ証明書）を組み合 

わせて使用する共用サーバを提供するサービスです。 

（以下、本 DataWeb約款において「本基本サービス」といいます）。 

 

1-3．提供区域 

本基本サービスの提供区域は、基本約款（1-5）に定めにかかわらず、日本国内とし、利用者が日本国内に在 

住しているものとします。また、当社が提供区域に該当しないと判断した場合、基本約款（3-4）に基づき措置を 

講ずることがあります。 

 

1-4．最短利用期間 

基本約款（2-3-1）の定めにかかわらず、基本サービスの最短利用期間は、当該基本サービスの利用開始日から 

1 ヶ月間とします。 

 

1-5．物理サーバの取扱い 

利用者は、いかなる場合でも本基本サービスで使用している物理サーバの設置場所に立ち入ることはできま 

せん。 

 

1-6．提供の停止の範囲 

基本約款（5-1-1）に基づき本サービスの提供を停止または制限する場合、停止または制限する範囲は、当該 

基本サービスを含む利用者が当社と締結した他のすべての本サービスを含む範囲（以下、「提供停止範囲」と 

いいます）とします。なお、提供停止範囲に含まれる利用者の他の本基本サービスが基本約款（5-1-1）の適用 

範囲外であったとしても本サービスの提供を停止または制限することができます。 

 

1-7．チャージ金の取扱い 

利用者は、利用契約締結後、本サービス使用に先立って当社のホームページ内の利用者アカウントに、 

当該利用者の利用可能な利用料金（以下、「チャージ金」といいます）を購入する事ができます。 

購入したチャージ金は、当該利用者が本サービスを含む当該ホームページ内にて申込む事が可能な当社 

サービスを利用する際の支払いに利用します。チャージ金の利用可能期間は、特別に定めのない限り、購入 

日から 12 ヶ月間とし、期間中に利用されなかったチャージ金は期間終了時に失効します。また、当該ホームペ 



 

 

ージ内の当該利用者アカウントが、当社サービスの利用の解約または解除等により終了した場合、当該利用 

者アカウント終了時にチャージ金も失効します。なお、当社は一度購入されたチャージ金に関して、理由の如 

何を問わず利用者からの返金等の求めに応じないものとします。 

 

1-8．データ転送量 

当社はデータ転送量に制限値を設ける場合があります。また、利用者によるデータ転送量が、基本約款 

（8-1-4（15））に該当すると判断した場合、基本約款（8-1-6）に基づき措置を講ずることがあります。 

 

 

 ２．オプション約款                                                              

 

2-1．SSLサーバ証明書 （オプションサービス） 

2-1-1．当社は、パートナー契約または再販契約を締結している、SSLサーバ証明書の発行関連業務を行う組織 

（以下、「認証局」といいます）を介して SSLサーバ証明書の発行および更新申請を行います。SSLサーバ証明 

書オプションサービス（以下、「本 SSLオプションサービス」といいます）にて発行申請または更新申請を行うこと 

のできる認証局および SSLサーバ証明書の品目は、サービスページに定めるものとします。 

 

2-1-2．利用契約には、基本約款および本 DataWeb約款に加えて、各 SSLサーバ証明書を発行する認証局の定め 

 る上位規定が適用され、これらにより利用契約の内容が規律されるものとします。基本約款および本 

DataWeb約款と上位規定に矛盾または抵触する規定がある場合、上位規定の規定が優先して適用される 

ものとします。利用者は、SSLサーバ証明書に関し、各認証局または第三者との関係において、上位規定に 

従うことに同意するものとし、上位規定が、利用者の承諾を得ることなく策定または変更された場合であっても、 

同様とします。 

 

2-1-3．利用者は、当社に対し本 SSLオプションサービスの提供に必要な情報を提供するとともに、当社に提供したす 

べての情報等を、正確かつ最新のものに保つものとします。当社は、利用者に対し、利用者が当社に提供した 

必要な情報以外の情報等であって、サービス提供に必要と当社が判断する場合、追加で情報等の提供を要求 

することができ、利用者はこれに応じなければならないものとします。 

 

2-1-4．当社は、認証局の SSLサーバ証明書発行事業の終了等により、または当社の運営上の判断により、本 SSL 

オプションサービスの提供の一部や全部を終了する場合があります。なお、本SSLオプションサービスの一部

または全部を終了する場合、終了の１ヶ月前までにその旨を利用者に通知するものとします。 

 

 

附則 

 本約款は、2015年 12月 4日から実施します。 

 


